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～エネルギー使用合理化等事業者支援事業（エネ合）の見直し内容について～

１.【工場・事業場単位】における申請要件の緩和 ２．【設備単位】における「産業用ヒートポンプ」の
申請可能パターン既存の熱製造・供給システムへの「ヒートポンプ」の追加

設置（＝既設熱源と「ヒートポンプ」のハイブリッドシステ
ム）についても申請ができるようになりました。

従来は、原則、既存の熱源機器を撤去し、ヒートポンプへ「更新」
する場合のみ申請が可能でした

「産業用ヒートポンプ」が申請できる枠が拡がりました

採択者の決定方法（採択者の決定方法は基本的にはこれまで通りです）

（１）既設設備を一定以上の省エネ性の高い設備に
更新する事業。10種類の設備が定められており、
「産業用ヒートポンプ」も対象
※【設備単位】はこれまで通り「更新」が対象。新設・増設は対象外

「産業用ヒートポンプ」の対象範囲・基準値＜エネ合 公募要領からの抜粋>

平成30年度から「空気熱源方式の熱風ヒートポンプ」が追加

裏面に続く

＜エネ合 公募要領【工場・事業場単位】からの抜粋>
評価項目
・省エネルギー効果及びピーク対策効果
・費用対効果（補助対象経費1千万円当たりの法定耐用年数を考慮した省エネルギー量）
・中小企業者
以下の項目に該当する場合には評価を行う（必要に応じて資料を添付すること）
・先進性の高い省エネルギー技術・取り組み

省エネ率が大きく、また、費用対効果が大きいほど採択の可能性が高まりますので、
「産業用ヒートポンプ」以外の費用対効果の高い省エネ改修も含めた申請が効果的です
また、廃熱活用や新規分野への導入など、新規性も評価ポイントになると考えられます

参考：
エネ合採択事業者の
1年間の実績
＜SII公表資料からの抜粋＞

Ⅰ.工場・事業場単位において、プロセス改善等で認められる事業は何ですか

【回答（SIIﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより 6/7 時点）】
排熱利用等の余剰エネルギー活用や、既存設備へのインバーター取り付けに
よる設備の改造、既存ボイラーの負荷を低減させるためにヒートポンプを導入
する場合等、既存設備のエネルギー負荷を低減し、省エネを図る事業は、プ
ロセス改善等として申請が可能です。

SIIﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのお問合せページに以下の内容が記載
・・・平成30年度から「プロセス改善」として申請が可能となる運用になりました・・・

ALL Rights Reserved  2018.5  JEHC



一般社団法人日本エレクトロヒートセンター

（２）既存の熱製造・供給システムに、「産業用ヒートポ
ンプ」を追加設置する場合は、ボイラなど既設設備を
同時に更新すれば、申請が可能

［参考］ボイラの更新に合わせて、「給水加温ヒートポンプ」を導入する場合
は、「高効率ボイラ」＋「産業用ヒートポンプ」での申請が可能

［参考］先進対策の効果的実施による二酸化炭素
排出量大幅削減設備補助事業［ASSET］
ASSETでは、引き続き、「産業用ヒートポンプ」の
追加設置についても、申請が認められています。

＜エネ合 公募要領【設備単位】からの抜粋>

「ボイラ本体」などに加えて、「給水加温ヒートポンプ」を含めた申請が可能

＜ASSET 公募要領からの抜粋>

＜ASSET Q&Aより>

【設備単位】の採択者の決定方法

＜エネ合 公募要領【設備単位】からの抜粋>
評価項目
・省エネルギー効果（省エネルギー量、省エネルギー率）
・費用対効果（補助対象経費1千万円当たりの法定耐用年数を考慮した省エネルギー量）
・中小企業者
採択方法
設備区分毎に相対評価を行い、全設備区分を統合した上で、上位者から予算の範囲内で採択する

「産業用ヒートポンプ」の導入に合わせて、既設ボイラを「高効率ボイラ」に更新

省エネ率や費用対効果が大きいほど、採択の可能性が高まります

交付申請書類の導入予定設備に、「高効率ボイラ」を選択し、「産業用ヒートポ
ンプ」を付帯設備として入力
「業務用ヒートポンプ給湯器」を追加設置する場合も、既設ボイラを更新すれば、「業務用ヒー
トポンプ」と「高効率ボイラ」での申請が可

高効率ボイラ
に更新

ヒートポンプを追加設置
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